
飼料・飼料添加物の製造業者における飼料製造管理者の設置義務の見直し

飼料添加物には規格基準が
設定されているため、

抗菌性物質製剤（抗生物質、
合成抗菌剤、防かび剤※）の
使用の有無に関わらず

飼料製造管理者の設置が必要
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※防かび剤：プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸ナトリウムに限る
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